
資料１　食物アレルギー対応食提供の流れ

１　新規児童生徒・転入生　（学期途中の転入生については随時対応する）

（１）学校生活管理指導表等提出から面談の実施まで

保護者 学校 学校給食センター

【関係書類の提出】

【面談の日程調整】

【面談当日】

※注：『⑤関係書類提出』については、学校長が除去食対応について必要であると判断した児童生徒の分のみを、学校給食センターへ提出する。

学校給食課

①学校生活管理指導表と食物ア

レルギーの症状調査（別紙２）、食

物アレルギー対応食対応可能条

件確認票（様式第５号）を提出

（学校が指定する期日までに提出）

⑩日程決定

⑧日程調整
⑦関連文書送付・日程調整

④内容確認

③詳細献立表希望者一覧表

作成、提出

（４月上旬に提出）

②内容確認・把握

⑨日程調整

⑫面談出席、症状及び対応等把握

（保護者、学校（校長、学級担任、養護教諭、給食主任等）、給食センター（所長、栄養士））

・家庭での様子等説明 ・学校での様子等説明 ・事業説明

・個人面談確認書記入

⑬実施申請書（様式第１号）配付

（面談終了時に配付）

※ 関係書類

・学校生活管理指導表写し

・食物アレルギーの症状調査（別紙２）

・食物アレルギー対応食対応可能条

件確認票（様式第５号）

※課長が必要と

認めた場合、学

校給食課職員も

参加する。

⑤対応食を希望する場合のみ

関係書類（※）提出

（４月下旬、給食センター必着）

⑥内容確認

４
月

５
月
上
旬

⑪会場設営

５
月
中
旬
～

⑭様式第１号受取り



（２）面談実施後から審査会の実施まで

保護者 学校 学校給食センター 学校給食課

【面談後】

【審査会】

児童生徒支援課

面談後、随時個票の作成・確認を行う。

⑦審査会出席・症状および対応等把握

（児童生徒支援課（健康安全係指導主事）、学校給食課（課長、食

育推進係長、栄養士）、給食センター（所長、栄養士））

・対応可否決定

（学校給食課長）

・議事録作成

⑥審査会準備

⑧決定通知書（様

式第２号）作成・

送付

※保護者あて通

知には、変更（中

止）申請書（様式

第４号）も添付。

⑨様式第２号確認

⑩様式第２号確認 ⑨決定内容確認

様式第２号・４号送付

・面談内容等説明

⑤面談結果一覧作成

①様式第１号提出

（学校が指定する期日までに提出）

②様式第１号確認、提出

（６月下旬、給食センター必着）

面談関連資料（※）送付

④様式第１号確認③様式第１号確認・提出

面談結果確認

⑩全職員への周知 ⑩全職員への周知

①個票の作成・確認

⑤個票の確認

②個票の確認・送付

④個票の確認・提出

③個票の確認・提出

面
談
終
了
後
～

６
月
末

７
月
上
旬
～

中
旬

※面談関連資料

・学校生活管理指導表写し
・食物アレルギーの症状調査

（別紙２）

・個人面談確認書



（３）対応開始以降（選択表の配付から除去食の提供まで）

保護者 学校 学校給食センター

※注：９月分の選択表については、送付から提出までのやりとりを７月中に行う。

学校給食課

①選択表等（※）作成
③選択表等（※）確認

④選択表に記入・提出

（学校が指定する期日

までに）

⑤選択表に受付印押印・

選択項目が適切であるか

を確認し、学校確認欄に

チェック・３部写しを取り、

１部をセンター指定期日ま

でに送付（写しを２部学校

で保管し、学校（配膳室）

とクラスでの確認用とす

る）

⑨受領確認表・容器ラベル

確認

⑥専用封筒に受付日、サイン

を記入

選択表（写し）をもとに、

アレルギー対応食調理

（調理委託業者との事前打ち

合わせ及び当日指示）

本書を返送

※

・詳細献立表

（配合一覧表）

・選択表

・主食一覧表

専用封筒に

入れ送付

②

・専用封筒に受付日、サイ

ンを記入

・選択表等（※）確認・送付

個別容器・専用袋使用

⑦受領確認表・容器ラベル記入

・給食室にて選択表（写し）と対応食を確

認し、選択表の当日確認欄と受領確認

表にサインする。

・クラスにて選択表（写し）と対応食を確

認し、選択表の当日確認欄とラベルに

サインする。

⑧受領確認表をファイルに入

れ、ラベルは容器につけたま

ま返却

専用封筒に

入れ送付

※

除
去
食
を
提
供
す
る
月
の
前
月
上
旬
～

中
旬

除
去
食
を
提
供
す
る
日

選択表（本書）をもとに、今日は何

を食べるのかということを、子どもと

確認をする。

⑥本書を保管



（４）対応内容変更または中止時の申請

保護者 学校 学校給食センター

※注：①について、必ず医師の診断を受けてから、変更（中止）申請書を提出する。

※注：②について、対応食の提供を中止する場合は、学校生活管理指導表の提出は不要。

　　　　ただし、医師により、特定の食品の除去の必要がないという診断を受け、家庭でも対応食品を含む食品を食べても症状が出ないことを確認してから、申請すること。

学校給食課

④内容確認・送付

②変更（中止）申請書（様

式第４号）提出（※）

対応食品を変更する場合

は学校生活管理指導表

も同時に提出。

③内容確認・送付

⑧決定内容確認 ⑦決定内容確認・送付

⑤内容確認

⑥変更通知作

成・送付

⑦決定内容確認

⑧全職員に周知

⑧全職員に周知

①医師の診断（※）


